
いつまでも自分らしく生きるために

「自分のために、
家族のために伝えたい」

～未来ノート～



～はじめに～

　このノートはあなたに万が一のことがあったときに、

伝えたいことや、残された人にとって必要なことを

まとめておくためのものです。

　「まだ先のこと」と思われるかもしれませんが、 

認 知 症 や 交 通 事 故 な ど「 も し も の 時 」 は 必 ず 

やってきます。

　そんなときに、あなたの大切な家族や周囲の人を

助けてくれる１冊です。
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この本の使い方

Ⅰ　好きなところから書きましょう

　はじめのページから完璧に記入していこうとすると大変なので書いておき

たいところからスタートしましょう。気が向いたときに少しずつ書き進めて

いくのがおすすめです。

Ⅱ　何度書き直しても大丈夫です

　一度記入しても、時間がたてば気持ちは変わっていくものです。このノー

トは何度でも書き換えても構いません。いつでも更新出来るように鉛筆で記

入されることをおすすめします

Ⅲ　ノートのことを話しておきましょう

　せっかく家族のために書き残すノートなので、万が一の時に手に取って見

てもらえなくては意味がありません。個人情報が記入されている大切なもの

です。このノートの存在と保管場所は家族や信頼できる人に伝えておきまし

よう。

このノートを書く時のポイント！
　①いつでも書き直せるよう鉛筆で記入しましょう

　②個人情報が含まれるので大切に保管しましょう

　③ときには家族と相談しながら書き進めましょう

　④証明書・年金・財産は記入したい時に書きましょう

市の花　キンセンカ
昭和48年４月２日制定
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わたしのこと

ふ り が な

氏　　　　　名

生　年　月　日
大正・昭和・平成・西暦

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　生

血　　液　　型
Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ・不明

Rh（十・－・不明）

本　　　　　籍
〒

現　　住　　所
〒

電　　　　　話 （　　　　　　　　）

携　帯　電　話 （　　　　　　　　）

メールアドレス

マイナンバー

基本情報
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健康情報

傷病歴

傷病名 発症年齢 症状・手術の有無など

アレルギーなど

アレルギー

□じんましん　　　□ぜんそく　　　□食べ物（� ）

□薬物過敏症（� ）

□その他（� ）

かかりつけ医（医師・歯科医師）

病院名 主治医 電　話 診療科

科

科

科

科

お薬手帳　　　□　ある　保管場所（　　　　　　）　　□　ない

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳
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私の思い出

自分が生まれたときのこと（例：名前の由来、愛称など）

子どもの頃の思い出（例：好きだった遊び・友人・先生、得意・不得意科目など）

一番楽しかった出来事・楽しかった頃の思い出

一番記憶に残っている出来事
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これからの自分

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

これからやってみたいこと

これから行ってみたいところ

これから会いたい人

これから楽しみにしていること
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医療・介護について

もし病気になったときは？

□病名と、病状はありのまま詳しく教えて欲しい

□病名だけでよい

□特に教えてもらう必要はない

□その他（� ）

延命治療について、あなたはどうしたいですか？

□最後まで、出来る限りの延命治療をしてほしい

□延命治療よりも苦痛を和らげる治療を重視してほしい

□�昏睡状態で、意識を取り戻したり、回復する見込みがない場合は延命

治療をしないでほしい

人生の最期をどこで迎えたいですか?

□自宅　　　□病院　　　□施設　　　□家族・親族の判断にまかせる

□その他（� ）

尊厳死宣言書　　□　ある　　　□　なし

医療の希望
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主な用語の説明

延命治療とは・・生きることを延ばすことを目的とする治療の

ことをいいます。主な延命治療には、心臓マッサージや人工呼

吸器の装着による心肺蘇生などがあります。

・人工呼吸器：呼吸をしない、または、呼吸が不十分な場合に、人工的に機

械などを使って呼吸を助ける方法です。

・心臓マッサージ：有効な心臓の収縮がなくなったときに、外部から心臓を

圧迫することによって血液を心臓から押し出す処置のことをいいます。

・経管栄養：鼻から胃にチューブを入れる方法と、皮膚から胃に直接チュー

ブを入れる方法（胃瘻：いろう）があります。食べ物を飲み込めなくなっ

たり、必要な栄養や水分を口から摂
と

れなくなった場合に使用されます。長

期間の栄養および水分の補給が可能となりますが、チューブによる違和感

があります。

・胃
いろう

瘻：胃カメラまたは手術で、皮膚から胃に直接チューブを入れる方法で

す。鼻から入れるチューブと違って、鼻や喉
のど

の違和感はありません。

・点滴：腕や足の静脈から入れる方法と太い静脈から入れる方法がありま

す。腕や足の静脈から入れる方法は、一般的で簡便ですが、十分な栄養を

投与することはできません。太い静脈から入れる方法は食べたり飲んだり

できない場合に適応となり、主に栄養や水分補給をします。
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臓器提供について

□ドナーカードを持っている（カード保管場所：� ）

□アイバンクに登録している（登録証保管場所：� ）

□臓器提供は希望しない　　　□家族に任せる

□その他（� ）

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

もしもの時、自分の治療方針について誰かが決めなくてはならない場合

名前　　　　　　　　　　　　　　　　の意見を聞いて決めてください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　　　
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介護の希望

介護が必要になった場合どこで過ごしたいですか？ 備　　考

□できるだけ自宅で過ごしたい

□施設に入りたい

□家族・親族の判断に任せる

□その他（� ）

誰に介護をお願いしたいですか？

□できるだけ家族にまかせたい　　　□ヘルパーなどの介護専門職

□家族・親族の判断にまかせる　　　□その他（� ）

名前

　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　連絡先�

介護のための費用負担

□年金や預貯金を費用にあててほしい

□加入している保険で負担したい（保険会社名� ）

□家族・親族の判断にまかせる

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳
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証明書・年金情報

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

保険証・身分証明書など

名　　称 記号・番号 保管場所・その他

健康保険

被保険者証

介護保険

被保険者証

公的年金

基礎年金番号
加入している・加入した

ことのある年金の種類
保管場所・その他

国民年金

厚生年金

共済年金

その他（� ）

生命保険

名称 保管場所・その他
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わたしの財産について

財産管理

財産目録　　□　ある　　　　□　なし

自分で財産の管理ができないとき

財産の管理をお願いしている人はいますか？

□配偶者　　　　　　□子　　　　　　□兄弟・姉妹

□親族（　　　　　　　　）　　　　 　□任意後見人※

□特にいない　　　　□その他（� ）

今後、自分で財産の管理ができなくなったら、誰にお願いしたいですか？

□配偶者　　　　　　□子　　　　　　□兄弟・姉妹

□親族（　　　　　　　　）　　　　 　□任意後見人※

□特に考えていない　　　□その他（� ）

現在、財産管理をお願いしている人・今後、お願いしたい人

名前

　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　連絡先　　　　　　　　

※任意後見人とは
現在は判断力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下したときに、財産管理などの法律
行為を本人に代わって行う人です。本人が十分な判断能力があるうちにあらかじめ、自分自身
で決めておき、公証人が作成する公正証書で契約を結んでおきます（任意後見制度）
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成年後見制度※を利用したいですか？

□利用したい　　　　　□利用したくない

※成年後見制度とは
認知症などの理由で、判断能力が不十分な人を支援する制度です。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して財産管
理や日常生活での契約などを行い、支援します。

手続きや相談については、地域包括支援センターへお問合せください。

電話番号は、P21に掲載しています。

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳
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葬儀・お墓について

葬儀について

葬儀の実施について

□してほしい　　　　□家族葬でしてほしい

□おまかせする　　　□その他（� ）

棺に一緒に入れてほしいものがある

□はい　　　　　　　　　□いいえ

入れてほしいもの

葬儀の場所
□自宅　　　　□葬儀場

□その他（� ）

遺影用の写真を用意している
□はい（保管場所� ）

□いいえ

お墓の用意をしている
□はい（場所� ）

□いいえ

他に決まっていることや、希望がありましたらお書きください

葬儀の業者

□生前予約している（� ）

□会員になっている（� ）

□特に決めていない

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
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遺言書

遺言書について

遺言書は作成していますか？ □している　　　□していない

遺言書作成などについての相談先

滋賀弁護士会　…遺言・相続・成年後見・消費者問題・借金保障問題など法律相談全般

☎077-522-3238
滋賀県司法書士会　…相続・登記・成年後見・身近な法律問題

☎077-525-1093
公証役場　…公正証書遺言の作成・相談

大津公証役場　☎077-523-1728
近江八幡公証役場　☎0748-33-2988

遺言書の形式
□自筆証書遺言　　　　　��□公正証書遺言　　　　　��□秘密証書遺言

遺言書の保管場所
具体的に　

一番新しい遺言書作成日
年　　　　月　　　　日

遺言書作成に関わった人の連絡先（弁護士・税理士・遺言執行人・公証人など）

名前 職業

住所

電話 携帯番号

備考

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳
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連絡先

親族の連絡先

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

氏　名 続　柄 住所・電話番号 備　考

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎
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関係者（友人・知人）の連絡先

記入日　　　　　年　　　月　　　日　　　歳

氏　名 続　柄 住所・電話番号 備　考

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎

〒
☎
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大切な人へのメッセージ
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臨終後の必要書類チェックリスト

死亡からの
経過日数

手続きの種類 必要書類 提出・申請先

５日以内 健康保険・厚生
年金の手続き

□資格喪失届
□健康保険証

死亡者の勤務先

７日以内 死亡の手続き □死亡届
□死亡診断書
□火葬許可申請書

市役所など

14日以内 世帯主の変更手
続き

□世帯主変更届 市役所など

国民健康保険・
国民保険の手続
き

□資格喪失届
□国民健康保険証
□死亡診断書
□死亡者の戸籍謄本
　または除籍謄本
□除かれた住民票（除籍）等

介護保険の手続
き

□資格喪失届
□介護保険の保険証

老人医療受給者
の手続き

□資格喪失届
□受給者証

医療の手続き □資格喪失届
□医療証

特定疾患医療受
給者の手続き

□返納届
□受給者届

身体障害者受給
者の手続き

□受給者死亡届
□障害者手帳

児童手当の手続
き

□受給事由消滅届

相続の開始後
もしくは
遺言書を発見
した後

遺言書の検認 □遺言書
□遺言書検認申立書
□遺言者の戸籍謄本または
　除籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本

遺言者の最後の
住所の家庭裁判
所
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死亡からの
経過日数

手続きの種類 必要書類 提出・申請先

２年以内 死亡一時金の請
求

□死亡者の年金手帳
□�受取人の戸籍謄本�
（記載事項証明書）

□死亡者と請求者の住民票の写し
□印鑑

市区町村の役所�
年金事務所・�
年金相談センター

５年以内 遺族基礎年金の
請求

□年金手帳
□�受取人の戸籍謄本�
（記載事項証明書）

□世帯全員の住民票の写し
□死亡者の住民票の除票
□請求者の収入が確認できる書類
□子の収入が確認できる書類
□死亡診断書のコピーまたは
　死亡届の記載事項証明書
□受取先金融機関の通帳等
□印鑑

年金事務所また
は年金相談セン
ター

寡婦年金の請求 □年金手帳
□�受取人の戸籍謄本�
（記載事項証明書）

□世帯全員の住民票の写し
□死亡者の住民票の除票
□請求者の収入が確認できる書類
□受取先金融機関の通帳等
□�年金証書�
（公的年金を受給している場合）

□印鑑

年金事務所また
は年金相談セン
ター

遺族厚生年金の
請求

□年金手帳
□�受取人の戸籍謄本�
（記載事項証明書）

□世帯全員の住民票の写し
□死亡者の住民票の除票
□請求者の収入が確認できる書類
□子の収入が確認できる書類
□死亡診断書のコピーまたは
　死亡届の記載事項証明書
□受取先金融機関の通帳等
□印鑑

年金事務所また
は年金相談セン
ター



 

＜修正版 令和２年４月現在＞ 

 

時間：平日の 8 時 30 分～17時 15 分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                 

相談機関 

☆特定非営利活動法人 成年後見センターもだま（市の委託機関） 

成年後見制度の利用相談・申立支援など 

相談時間 ９時～１７時（土・日・祝日・年末年始除く）   料金 無料 

☎０７７（５９８）０２４６ 

FAX ０７７（５９８）０８８８ 

草津市野村八丁目５番１９号 サニーハイツピア１０５号 

 

草津市野村八丁目 5－19サニーハイツピア 105号 

☆長寿福祉課     

介護保険の利用や高齢者福祉サービスの 

相談・申請受付   

介護保険係☎０７７（５５１）０２８１  

高齢福祉係☎０７７（５５１）１９４０ 

地域支援係☎０７７（５５１）０１９８ 

FAX  ０７７（５５１）０５４８ 

☆障がい福祉課 

自立支援給付の利用や障がい福祉サービス

の相談・障害者手帳に関する相談 

☎０７７（５５１）０１１３ 

ＦＡＸ ０７７（５５３）３６７８ 

☆消費生活相談窓口（自治振興課） 

契約トラブルや多重債務等の相談 

☎０７７（５５１）０１１５ 

ＦＡＸ０７７（５５１）０４３２ 

栗東市安養寺一丁目１３番３３号 

（栗東市役所内） 

 

 

☆健康増進課                  ☆栗東市社会福祉協議会 

各種検診・定期の予防接種に関する        地域福祉、権利擁護相談、地域支援相談、 

問い合わせ                   ボランティア相談など 

☎０７７（５５４）６１００           ☎０７７（５５４）６１０５ 

ＦＡＸ０７７（５５４）６１０１         ＦＡＸ０７７（５５４）６１０６ 

栗東市安養寺 190番地   総合福祉保健センター（なごやかセンター内） 

 

 

高齢者の健康や福祉の相談など 

☆栗東地域包括支援センター 

担当:栗東中学校区(治田・治田東・金勝小学校区） 

にお住いの高齢者 

☎０７７（５５８）６９７９ 

FAＸ０７７（５５８）８７３６ 

栗東市安養寺１９０番地 なごやかセンター内 

☆栗東西地域包括支援センター 

担当:栗東西中学校区（治田西・大宝・大宝西・ 

大宝東小学校区）にお住いの高齢者 

☎０７７（５８４）４１２１ 

FAＸ０７７（５８４）４１２８ 

栗東市小柿一丁目１０番地１０号 ゆうあいの家内 

☆葉山地域包括支援センター 

担当:葉山中学校区（葉山・葉山東小学校区） 

にお住いの高齢者 

☎０７７（５５２）５２８０ 

FAＸ０７７（５５８）６８７０ 

栗東市出庭６９７－１特別養護老人ホーム淡海荘内 

 

２１ 



このノートの保管場所を

家族や大切な人に伝えて

おきましょう。
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栗東市地域看護連絡会 平成29年11月末作成 

協  賛 草津栗東医師会 

協力団体 栗東市介護者の会 

       栗東ふぁざ～ず倶楽部 

〈事務局〉長寿福祉課 

      栗東市安養寺１丁目13-33 

      TEL 077－551－0１９８ 

FAX 077－551－0548 




